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香 港 の村 とヴ ェ トナ ムの村

比較の視点からの漢族村落研究の試み

瀬  川  昌  久*

1・ 漢族研究 における周辺諸社会 との比較

  のもつ意 味

2.香 港新界 の漢族村落の特色

3. ヴ ェ トナ ム の村落

4.比 較 と考 察

1.漢 族研究 におけ る周辺諸社会 との比較 の もつ意味

 従来,漢 族社会は文化人類学者あるいは社会人類学者の研究対象地域としてさほど

重要な位置を占めてきたとはいいがたい状況にある。比較的単純で小規模な社会の分

析を得意としてきた人類学にとって,人 口規模や歴史的持続性の点で他に追随を許さ

ない社会である漢族社会の研究が先送りされてきたことはやむを得ないことであった

かもしれない。 費孝通(Fei Hsiao-tung)や カルプ(D.H. Kulp)の 研究にみられる

ように,漢 族社会が人類学的研究の対象となったのは比較的早期であったが,そ れに

もかかわらず,そ の後今日に至るまで人類学の学説史に名をとどめるに足るものとい

えば,か ろうじて スキナー(G。W. Skinner)や フリードマン(M. Freedman)の も

のが挙げられるのみである。

 日本における中国研究は,中 国本土が実地調査の対象としては長期にわたり閉ざさ

れた状態にあったという歴史的な偶然も重なって,も っぱら東洋史学や中国文学など

「書かれたもの」を媒介とした研究が主流を占めてきた。ようや く1980年前後からは

中国本土がフィール ドとして開かれつつあることに も刺激され,ま ず少数民族,次 い

で多数民族たる漢族の民族学的 ・文化人類学的研究を志す若手の研究者が現れるよう

になった。漢族研究に関 していえば,そ の成果は末成道男編の 『文化人類学5・ 特集

一漢族研究の最前線一台湾 ・香港』や 『民族学研究』52巻3号 の 「漢民族特集」など

においても現れつつあり,ま た国立民族学博物館における当共同研究 もそうした研究

動向の一翼を担うものである。

*東 北大学教養部
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 しかしながら,こ のようにして今 日形成途上にある日本の文化人類学的漢族研究に

は,今 後克服されなければならない限界点のようなものがすでに目立ち始あているこ

とにも注目しなければならない。すなわち,漢 族研究がともすれば漢族研究それ自身

の中に小さく収敏 し,他 の社会との比較へと広がってゆくことに消極的となる傾向で

ある。 これは漢族社会が巨大で複雑な国家社会であり,そ れ自体1つ の地域研究の対

象として成立して しまうだけのまとまりと広がりとを有 していることに起因する1つ

の陥穽であるとも言えよう。筆者はまず もってこのことを筆者自身の反省,自 戒とし

なければならない。

 では,今 後の研究展望として,文 化人類学的漢族研究は一体いかなる方向への発展

が望まれるであろうか。 もちろん漢族研究者が世界中の他地域の人類学的研究の成果

を積極的に吸収 し,か つまた漢族における分析の結果を他地域の研究者の興味に充分

耐える言葉で記述するべ く努力してゆかなければならないことはいうまで もない。そ

れと同時に,さ しあたって漢族研究者の取り組むべき課題は,直 接的に隣接する諸社

会をもでき得る限りその視野に含めてゆ くことであろう。漢族社会は巨大で,周 辺諸

民族との絶え間ない相互交流の歴史を経てきた。 したがって漢族社会の特色は,周 辺

諸社会との比較の視界の中におかれてこそ正 しく理解されるものと考え られる。なる

ほど漢族社会はその規模において他に比類をみないほど巨大であり,ま た歴史的にも

東アジアの中では政治制度や生産技術などの諸側面において伝播の中心としての役割

を果たしてきた文明の先進地であ った。だが,そ のこと自体は文化入類学の研究上漢

族社会に特権的な地位を約束するものとは言えない。われわれにとって漢族社会は人

類の諸社会の1形 態に過ぎないのであり,東 アジァ諸社会の中の1つ のヴァリエーシ

ョンに過ぎない。 このように研究対象としての漢族社会を,人 類社会の中で,あ るい

は隣接する諸社会の中で相対化することこそ,わ れわれ文化人類学的漢族研究者にと

っての最も基本的な確認事項でなければならない。

 ところで,漢 族社会 と周辺諸社会との比較は,戦 略上以下の2種 類の ものに分類 し

て考えられるべきであろう。第1は,周 辺のいわゆる少数民族の諸社会との比較研究

である。これは漢族社会の多様性,特 にその地域的ヴァ リエーションの解明と結びつ

くものであ り,さ らには漢族そのものの成立の過程の研究にも関連するものである。

漢族社会における諸文化要素,例 えば村落組織のあり方,婚 礼や葬送の儀礼の様式,

親族関係の規範などが,果 た してそれぞれ単一のモデルに帰せ しめ得るかどうかは今

後大いに議論が尽 くされねばならない問題である1》。 少な くともそれらについて多く

1)例 えば言語に関しては,橋 本萬太郎の研究などが注目されよう。今後言語以外の分野におい

 ても,このような漢族文化の 「多源性」の研究が蓄積されることが望まれる。
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の変異が存在していることは事実であり,そ の中でも地域的変異に関しては,各 々の

地域が漢族社会に組み込まれる以前ならびに以降の,周 辺諸民族からの影響を考慮 し

ながら分析 される必要がある。・すなわちこれは地域的変異を生み出す要因の1つ であ

ると考えられる基層文化の発掘を意味し,ま たいわゆる 「漢化」のプロセスの解明と

もつながる。

 他方,漢 族社会と周辺社会との比較の第2の ものは,日 本,朝 鮮,ヴ ェトナムなど

隣接する国家社会との比較である。 これは国家社会 としての中国社会の特質を明らか

にするとともに,中 国の大伝統の中で形成された政治制度や理念などの共通のモデル

が,そ れぞれの民俗文化の中にどのように受容され組み込まれているかを解明してゆ

くためのもので もある。漢族を中心とする中国の国家社会の周辺に形成されたこれら

の2次 的国家社会においては,村 落統治や教育制度,官 僚機構,上 層階級の親族規範

など多くのものが中国から導入されながら,そ れぞれの社会の先行的文化伝統の影響

とそれぞれの政治 ・経済的状況の違いに応 じて,各 々独自の社会文化体系が作り出さ

れてきた。これらを相互に比較することは,漢 族を中心に中国において形成 された制

度や理念の もつ普遍性や限界性について明らかに してゆ くことにつながる。

 しか しなが ら,こ のような比較研究が可能になるためには,な おいくつかの方法論

的に難 しい問題が解決されなければならない。その最大のものは,そ れぞれの社会の

中にある多様性をどのように整理 し,互 いに比較可能なところにまで もってゆ くかと

いう問題であろう。特に漢族社会については社会慣習の地域的,社 会階層的変異とい

うものについての詳細な実地研究が不足 していることが否定できない。 したがって,

何をもって漢族社会の代表的事例とし,そ れを他社会の事例と比べてゆくかという点

において困惑に直面することになりかねない。

 この点についての1つ の安直な解決法は,中 国の大伝統的様式,す なわち漢籍に記

された制度や規範や理念を持ち出して,そ れらで もって漢族社会を代表させることで

ある。 しか し,こ のような 「書かれたもの」として存在する大伝統的様式がそのまま

一般民衆の生活の現実の中に反映されていることは稀である。村々で,あ るいは家々

で行なわれる儀礼やその他の諸々の慣習は,漢 籍のテクス トからの引き写 しとして実

践されているわけではな く,ま さにその村,あ るいはその家の 「習慣」として,一 般

民衆の知識によって幾重にも媒介されながら行なわれている。時にはこうした民衆レ

ヴェルの慣行が住民自身により古典テクス トへの言及によって説明されたり正当化さ

れたりすることがあるとして も,そ れはあくまで 「内的観察者」による解釈であって,

実際の行動を導いているパターンそのものとは区別されなければならない。漢族社会
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の一般民衆の レヴェル,す なわ ち個々の村や家の レヴェルでは,漢 籍の中の古典テク

ス トの示すモデルは,そ れを古典として共有する日本,朝 鮮など他の周辺諸社会と全

く同程度に,外 在的な存在なのである。

 だとすれば,総 合的比較研究のためには是非とも村々の,あ るいは家々のレヴェル

で実際に行なわれている(あ るいはかつて行なわれていた)慣 習の観察と分析の積み

重ねが不可欠となる。そしてそうした民衆の生活の次元での慣習と大伝統的様態との

相互作用のダイナミズムこそが取り出され,比 較されてゆかなければならない。確か

にこれは詳細なコミュニティ・スタディが希薄で,し かも地域的に もばらつきがある

ような現状では困難なことではあるが,可 能な範囲でその道筋を探 ってゆ くことは重

要である。

 ところで,こ のように国家社会によって準備されている諸々の行動や知識について

のモデルと,民 衆の実際のプラクティスとの間の相互関係を分析 してゆくためには,

民衆の日常生活が依拠しているところの小社会単位である家族や村落のあり方につい

て理解することが不可欠の前提となる。そうした民衆の生活の場の組織のされ方 こそ

が,大 伝統モデルの伝達の回路を末端部分において規定 し,ま たその再解釈や変形の

過程をも方向づけていると考え られるからである。

 本論文において筆者が試みるものは,こ のように中国の国家社会の中における文化

的ダイナ ミズムの解明の基礎となるべき村落という社会単位の性格を,隣 接社会との

比較の視点から明らかにすることであり,特 にここではヴェトナムとの比較を行なっ

てみたい。 もちろん,漢 族社会においてもその人 口の全てが 「村落」という社会単位

に所属 していたわけではない。都市に住む商工業者や,水 上,山 間など漢族社会の周

縁部に暮らす者たちの間には,村 落の枠組に属さない人々も少なからず存在 した。し

か し,な お人口の圧倒的多数を占め,か つまた食料生産基盤を担ってきた農民にとっ

ては,村 落は基本的生活の場であった。

 漢族社会の中でも,筆 者が直接に調査する機会を得たのは香港新界のそれであり,

ここで比較の基礎とするの もこの香港新界の資料である。比較の対象として特にヴェ

トナムを選ぶのは,そ れが歴史的に中国の文化的影響を最も深 く受けつつ,政 治的に

独立した国家社会としてその外側に踏み留まった社会だからであり,同 時にまた中国

の漢族社会の南の辺境部に位置する香港新界ﾘ広 東の農村とも地理的に近接するか ら

である2》。

2)ヴ ェ トナム村 落と漢族村落 との比較 とい う着想 について は,[瀬 川 1986ユに対する大林太良

東京大学名誉教授(国 立民族学博物館前併任教授)の コメン トに拠 るところが大 きい。ここに

謹ん で感謝の意 を表 したい。
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2.香 港新界の漢族村落の特色

 まず,香 港新界における筆者の実地調査をもとに,こ の地域の漢族の村落の特色を

整理 しておこう。 筆者はこの問題についての報告を別の論文[瀬 川 1986,1987]で

すでに発表 しているので,こ こでは最も基本的な点だけを簡略に述べることとする。

香港新界においてはかねてか ら欧米人の研究者により数々の村落調査が行なわれ,そ

の成果が発表されている。また筆者自身香港新界八郷地区のS村 を集中的に調査する

とともに,香 港新界中 ・西部の数多 くの村落を概況調査 した。 したがってこの地域の

陸上の村落については一般化がほぼ可能な程度に豊富な資料が存在 している。

 この地域の集落は一部の例外を除いて10戸か ら100戸 程度の密集したかたまりを成

しており,そ れが耕地や低湿地または丘陵地の間に散在 している。 しか し,社 会的単

位としての村落は,こ のような物理的な家屋の集合としての集落とは必ず しも一致 し

ない。この地域の村落は,同 一の 「村公所」と呼ばれる機関に所属する家族から成る

社会的単位であって,そ れは単一の集落の範囲にほぼ重なる場合 もあれば,複 数の集

落か ら構成 される場合もあり,さ らには外見上一つながりの集落が複数の村落に分か

れている場合 も稀に見いだされる。 「村公所」とは通常1軒 の建物で,事 務机と椅子

などが具えられており,屋 根や外壁に 「××村公所」という看板が掲げられている。

「村公所」には何人かの役員がいるが,彼 らは普段各自の職業をもっているので,特

別に会合を開 く必要のある時を除けば,「 村公所」に常勤 しているわけではない。 し

たがって普段は 「村公所」は閉鎖されているか,あ るいは暇をもてあましている老人

たちの溜 り場となっている。

 「村公所」の役員のうち,対 外的に村落を代表するのは 「村代表」と呼ばれる役職

である。この 「村代表」は村民による選挙で選出されるのが建前だが,実 際には 「村

公所」の他の役員同様,村 の主だった面子の中か ら協議によって推薦されることも多

いようである。彼は村落より上の レヴェルの地域的単位である 「郷」の代表者会議

「郷事委員会」の構成メンバーとなり,こ の 「郷事委員会」 はさらに政府と新界の農

村住民との連絡機関である 「郷議局」に代表を送 り出している。 しか し,「 村代表」

はこうした村外の行政機関との連絡役以上のものとは考えられていない場合が多 く,

必ず しも村落内部での リーダーシップが 彼に属 しているとは限らない。 「村代表」の

役割は,村 落の渉外係としての役割に帰するところが大きいから,そ の選出にあたっ

てもそうした外の世界との交渉能力が主に考慮される。 したがって近代的学校教育を
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受けた青年や海外出稼ぎ経験者,町 で商店を経営していて時たましか村に帰 って来な

い事業家などがこの役についていることも少なくない。

 「村公所」の他の役員は,経 理係,記 録係,治 安係,衛 生係,娯 楽係などといった

実務担当の役員と,そ れ以外の顧問役員から成る。前者は実務担当といって も普段は

ほとんど活動 していない場合 も多いが,主 に若手の村人の中から選出される。これに

対し後者はそうした役職を経験済みの,比 較的年齢の高い有力者たちによって占めら

れている。村内の道路や橋などの公共施設の補修や,政 府の公共事業などへの対応,

それに村全体が関与する祭祀活動の準備などは,こ うした 「村公所」の役員たちを中

心に意思決定がなされ,実 行されてゆ くが,そ こで発揮されるリーダーシップは必ず

しも 「村代表」や経理などといった 「村公所」の役職に付随してある訳ではない。前

述の通 り 「村代表」のような表向きには村を代表するかに見える役職 も,実 際には政

府とのパイプ役にすぎない場合 も多 く,「村公所」の役職は他の村人たちを指導 して

ゆく強力な権限を有するような性格のものではない。「村公所」の役割はむ しろ村の

中の実力者(彼 らは多 くの場合,顧 問役員など形式的役職を割 り振 られている)の 間

の意見調整機能にあるように思われる。

 ところで,新 界の古い村々においては,こ うした 「村公所」の組織と並行 して,

「××堂」または 「××社」という名称をもつ組織が存在 している。 これらは土地や

建物などの財産の所有主体であるとともに,村 に関係する神祇の祭祀や,学 校の運営

などの機能とも結び付いたものであった。イギ リスの統治下において行政と新界原住

民との連絡機関として 「村公所」の組織が整備されるようになる以前には,こ うした

「堂」や 「社」という組織がこの地域の村落の中核をなしていたものと思われる。今

日ではこれらの 「堂」,「社」の組織と 「村公所」組織とは一応別個の組織と認識され

ているものの,構 成員の点でも,ま た中心的に運営 しているメンバーの点で も両者は

重複するところが大 きく,実 際の活動の上では境界が明確でない場合 も多い。

 「堂」,「社」の所有する財産は,通 常それ程大きなものではなく,「 圃門」と呼ば

れる村の門や 「神庁」と呼ばれる神祇を祭 った建物,あ るいは村の前面にある小さな

空き地や池などであって,さ らに若干の耕地をもっている場合もあるが小規模である。

これらは一応 「村落共有地」としての性格をもっていると考えることが可能だが,そ

の規模はこの地域に発達 している親族集団の共有地に比べてごく小さいものとなって

いる。

 「堂」,「社」の機能として最も重要なものは村に関係する神祇の祭祀であ る。村に

関係する神祇としては,「 神庁」や 「園門」に祭られた神々,そ れに村の周囲の祭壇
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に祭 られた土地公や社稜などの神 々であり,さ らに村の中に廟がある場合にはその祭

神 も含まれる。「神庁」は関帝や文昌などを含む多くの神々の名を列記 した位牌を祭

ったり,あ るいは 「福徳正神」を祭 ったりしている小祠である。 また 「園門」には

「園門伯公」などと呼ばれる神が祭られている。集落の外れには 「社壇」と呼ばれる

石の祭壇があり,「 社稜大王」が祭 られている。 さらに村の周囲には小規模な石の祭

壇があり,土 地公,あ るいは 「伯公」と呼ばれる神が祭られている。

 今 日ではこうした神々の祭祀を定期的に全村性の活動として行なっている村は必ず

しも多 くない。 しか し,か つて多 くの村では春に 「社壇」においてブタの供犠を捧げ,

「倣社」という儀礼を行なったという[FAURE l986:73]。 また,さ らに村によっては

年1度,あ るいは数年に1度,道 士の神事や演劇の上演をともなった祭祀が行なわれ

ていた らしい。 「堂」や 「社」はこうした全村性の祭祀活動の運営母体であった。 ま

た,今 日で も少なくともこれら 「神庁」,「園門」,あ るいは 「社稜大王」の祭壇など

の維持,管 理は,こ うした 「堂」,「社」組織の仕事と認識 されている。

 これ ら 「堂」,「社」は1つ の村の中に並存することは少なく,同 種の組織がただ単

に異なった名称で呼ばれているにすぎないとも解釈できないこと もな い。 しか し,

「堂」,「社」という名称,な らびに両者の違いについてさらに考察を加えておくこと

はこの地域の村落の性格を理解する上で是非とも必要なことである。

 まず,「 社」の方は 「社稜」の 「社」であり,も ともと農村の共同体と深 く結び付

いた概念であるらしい。周代には 「里」と呼ばれる農民の地縁共同体の守護神が 「社」

であ ったという。そしてまたこの 「社」の祭祀団体もまた 「社」と呼ばれた。他方,

元代には政府が勧農政策の一環として50戸を基本単位として 「社」という組織を作 ら

せようと画策したこと(い わゆる 「社制」)が 知 られている。 また明代に も政府によ

り,村 落の守護神であり農業神でもある 「社」の祭祀の奨励が行なわれたりしたとい

う[松 本 1977]。 こうしたことから考えて,「 社」は農民の村落守護神,あ るいは農

業神の祭祀団体を指す名称であると思われる。ただし,こ うした 「社」が歴史的に見

てどれだけ農民自身によって自律的に運営されて きたか,例 えば新 しい社稜の祭壇の

設立などが自由に行ない得たのか,あ るいは 「神庁」や廟に祭 る神祇の種類について

行政側からの規制が行なわれたのかどうかなどの点については詳しく知り得る資料を

発見で きない。

 次に 「堂」について見よう。この名称は必ずしも村落に関連 した組織にだけ用いら

れる名称ではない。例えば親族によって形成 される財産共有集団もまた 「××堂」と

いう名称をもっている。1つ の宗族やその分節集団によって形成されるこのような財
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産共有集団の多 くは 「堂」名義の共有地とともに祖先の位牌を祭 った建物である 「祠

堂」を有 し,「××堂」という名称はこの建物の名称にもなっている。 しか し,集 団

が祠堂という建物を欠 く場合にも同様に 「堂」という名称は用いられる。

 漢族の各姓はそれぞれ中国古代の共通祖先か ら分かれたと信 じられており,そ れと

関連 して各々伝説上の原籍地をもっている。 例えば郡姓なら南陽郡(現 河南省),李

姓ならば朧西郡(現 甘粛省)な どという具合である。 そして この原籍 地 名を冠 して

「南陽堂都氏」などと称するのが0族 にとっての正式の名称であると認識されており,

祠堂の門に貼る対聯や族譜の表紙などにはしばしば この名称が掲げられる。しかし,

個々の宗族や分節集団が形成する 「堂」の名称はこれ らその姓の原籍地の堂名とは関

係なく,個 別的に命名されている。 「堂」はすなわち字義的にも 「殿堂」の 「堂」で

あり,建 物を意味する。そして親族集団が自らの上に 「堂」という名称を冠すること

によって,住 居または祖先を祭る建物を共有するものとしての団体性を表明しようと

したのだと解釈すれば,こ のような親族組織としての 「堂」こそが他の形態の 「堂」

組織の原形であると推測することもできよう。

 今日の香港新界の漢族社会においては,祖 先祭祀を名目とするこのような親族ﾘ財

産共有集団以外にも,「堂」という名称の用い られる集団は さらに数多 く存在する。

例えばマーケ ットタウンなどにある廟の祭りの参加団体である 「花炮会」の多くもま

た 「××堂」という名称を もっている3)。 これらの団体は村落住民の形成する 「堂」

であ1ったり,親 族集団が作る 「堂」であった りするが,さ らには同業者,同 郷出身者,

マーケットタウンの近隣…集団(街 坊)な どが作るものも含まれている。これ らはいわ

ばヴォランタ リーな性格の強い 「お祭 り同好会」のようなものであり,外 見上では村

落や親族が形成するものとは著 しく性格が異なるように見える。 しか しこれは逆にそ

のような任意的な団体と村落,親 族等の 「基礎的」集団との間に共通 して存在する組

織様態,あ るいは集団構成のあり方を示唆するものとも考えられる。

 すなわち,そ れらは自発的に形成される民間団体としての性格をもった ものであり,

共有財産などがある場合にはその所有主体でもある。そ して,内 部に役職が設けてあ

る場合 もあるが,原 則的に成員間は平等であり,共 有財産などに対する権利 も平等で

ある。 これを村落との関係において考えれば,村 落の中心となっている 「堂」はあ く

まで住民が自発的に形成 した集団であ って,民 間の団体なのである。言い換えれば,
亀
そこには行政側からの一定の規格の強制といったものが見出されず,も っぱ ら住民側

の便宜に応 じ,任 意的に形成 されたものであることがうかがえる。それゆえに村落が

3)[瀬 川 1986:196]を 参 照 せ よ 。
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形成する 「堂」の規模は大小様々で,単 一の集落の範囲と重なる場合 もあれば複数集

落にまたがる場合 もあり,さ らには1つ の集落を分割する形で も形成され得る。また

「堂」の機能にしても,「社Jｿ大 王」など村の神祇の祭祀という極めてローカルな宗教

的機能ならびに村の公共財産の管理 ・維持という経済的機能以外には取 り立てて顕著

な機能が付与されていたようには思われない。

 このように,「 堂」という組織は,そ の原形が姓と伝説上の原籍地とを共有する親

族組織のそれにあったとして も,そ の後様々な形態の民間団体に用いられるようにな

ったものと考え られる。そして村落さえもがこのような0種 の私的な民間団体として

組織されるに至ったということは,香 港新界を含むこの地域の農村の性格を考える上

で極めて重要な点であると思われる。

3.ヴ ェ トナ ムの村 落

 ヴェ トナムの農村について筆者は現地調査の経験はな く,旅 行の経験 さえないか ら,

その村落の様子について知るためには他の研究者がこれまでに残した記録や分析に依

拠する以外に手だてはない。 しかもこの地域は人類学者あるいは隣接 諸分野の研究者

による詳細な村落研究の希薄な地域と言わねばならない状況にあり,そ れゆえに村落

の組織や内部の人間関係についての具体的資料を得るのは至0で ある。 しか し,そ れ

にもかかわ らず,希 少な報告から垣間見ることので きるヴェ トナムの村落は,香 港新

界において筆者が観察 した漢族の村落と極めて類似した性格をもっているようにみえ

る。

 例えばグルー(P.Gourou)の 著作によれば,ヴ ェトナム人の村落の典型的な景観

は水田の中に竹薮で囲まれた集落である。村落は一般に`th�'(「 村」という漢字があ

てられる)と 呼ばれる集落から成るが,時 には2つ 以上の集落が1つ の村落を成 した

り,あ るいは2つ の村落が1つ の集落を成 している場合もあるという[グ ルー 1945:

350]。 菊池一雅によれば,こ の村落は一般 に`xa'(「 社」)と 呼ばれてい る[菊 池

1977:22]。 村落には,村 の守護神を祭る`d�h'(「 亭」)と いう建物があり,そ れは

村の集会所としての役割 も果た している。また多くの村では村外れに`ch�'(「 厨」)

と呼ばれる仏教寺院があり,さ らに中国の文武神を祭った廟をもつ村もあるという。

その他,井 戸神,土 地神,樹 神を祭 った場所や,一 族の祖先を祭る祠堂もある[グ ル

ー  1945:400-401] 。

 `dinh'は 村の中で もとりわけ大きな建物である。 山川壽一によれば,こ の`dinh'
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に祭 られ て い る村 の守 護 神 を 総 称 して 「福 神 」(フ クタ ン)ま た は 「城 陛 神 」(タ ンホ

ア ンタ ン)と 呼 ぶ と い うが,そ の神 格 に は神 話 的 存 在 の もの(「 天 神」ﾘチ ェ ンタ ン)

と実在 の人 間 の 転 化 した もの(「 人神 」=ニ ャ ンタ ン)が あ る とい う。 そ して 祭 られ る

神 の 種類 は村 ご とに 異 な る。 また,`dinh'に は 皇 帝 か ら与 え られ た公 許状,「 神勅 」

(タ ンサ ク)が 保管 され て お り,そ れ が ない 場合 に は祭 神 の 由来 を 説 明 す る 「神 跡 」

(タ ンチ ウ)が そ な え られ て い る とい う[山 川 1942:110-111]。

 メ コ ン ・デル タに あ るKhanh Hauと い う村 を1958年 か ら1959年 に か け て 調査 し

た ヒ ッキ ー(G.(】.Hickey)に よれ ば,こ の村 で も`dinh'内 部 の祭 壇 に は 彫 刻 の 施 さ

れ た赤 と金 色 に塗 られた 木 箱 が あ り,こ の 中 に村 の 守護 神 の 名 を記 した 勅 許 の 文書 が

収 めて あ る とい う。 この村 の 守 護 神 は7人 の武 将 で あ る と され るが,そ の 正 確 な 名前

は一 般 の 村 人 に は秘 密 に な って い ると い う[HiCKEY l964:220]。 ま た ヴ ェ トナム

中部 ニ ャ トラ ン付 近 の 漁 村Cua Beを 調 査 した ラ ング ラ ン(G. Langrand)に よれ ば,

この村 の`dinh'は 神 々や 精霊 を 祭 った 何 軒 か の 建 物 の 集合 体で あ るが,そ の 中 心 は

や は り村 の 守 護 神 を 祭 った 祠で あ り,こ こで は`thanh hoang',す な わ ち 「城 陛 」 が

祭 られて い る。 そ して 皇帝 か らの5度 に わ た る勅 許 の 文 書 が 保 管 され て い る と い う

[LANGRAND  l 978:20-21]4)。

 `dinh'は 宗 教 的 建 物で あ ると 同時 に,「 郷 職 」 の 集 会 所 と して 村 政 の 中心 と もな っ

て い た 。 「郷 職 」 と は現 職 ま た は退 職 官 吏,文 士,長 老 な ど村 落 内の 主 だ った人 物 た

ちの 総 称 で あ る。 就 任期 間 は無 期 限で 報 酬 を 伴 わ な い[山 川 1942:123-124]が,

村 落 世 界 内部 で の プ レス テ ィジを 意 味 す る もの で あ る故 に 村 人 た ち は 「郷 職 に 無 精 に

な りた が って ゐ る」[グ ル ー 1945:408]。 これ ら 「郷 職」 の形 成 す る集 団 は ま た 「郷

紳 会 」(`huong than hoi')と 呼 ば れ,そ の 内部 は実 務 に 当 た る若 手 の`dic muc',実

質 的 権 力 を 有 す る`ky muc',相 談 役 的存 在 の 長 老 た ち`ky lao'の3種 類 か ら 成 り立

って い る。

 村 を 対 外 的 に代 表 す る の は`ly trUOng'(「 里 長 」)ま た は`Xa trUOng'(「 社 長」)と

呼 ばれ る役 職 だ が,こ れ は 「村 政 に参與 す る こと な く,た だに 国 家 と村 落 との 連 絡 員

に 過 ぎ ぬ」[山 川 1942:124]も の で あ る。 村 の 実 権 は 「郷 紳 会 」 の有 力 者 の手 中に

あ る。 ヒ ッキ ーに よれ ば,こ の よ う な村落 の 政治 組 織 の 構 成 は フ ラ ンスの 植 民 地 化 以

前 か らあ った もの が 植 民地 化 以 降 も概 ね 踏襲 されて い る もの で あ る。 フ ラ ンスの 政 治

的支 配 の もとで,1904年 に は それ まで あ った村 落 内部 の 役 職 が 整 理 され,合 計11個 の

役職 が設 け られ た 。その 中で も最 も中心 的 な役 職 は`huong ca'と 呼 ば れ,こ れ は 「郷

4)こ れ は同著者 によ り1945年 に出版 された仏語版の英訳摘要である。
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職 」 の 中 の 第0人 者 が 担 当す る[HlcKEY 1964:179-180]。 また,他 の役 職 は 財 務

担 当や 法律 担 当 な どの 実務 に お いて 彼 を 補佐 す る。`xa truong'も また こ う した 役 職

の1つ だ が,や は り植 民地 の 行政 側 と村 との仲 介 役 にす ぎ ない もの と され て い る。

 さうにヴェトナムの村落の特色を考える上で重要な要素は・村落共有地の存在であ

ろう。 この村落共有地は`cong dien'(「公 田」)あ るいは`cong tho'(「公土」)と 呼

ばれる。「公田」は米を栽培する田で,「公土」はそれより標高の高いところにある畑

を指す[菊 池 1977:30]。 山川によればこれらの土地は 「不可譲渡的性質を有 し,

村民はこれが用益権を享有 し得る。村落の創設に際 し土地の一部をこれに充當 したも

ので,爾 後無主財産および没収財産も編入 し,現 在に及んでゐる。而 してこれが果実

は國税の納入,學 生の補助,耗 弱者,老 人,寡 婦および孤見に野する救護,守 護神の

祭祀,そ の他公共事業の諸費用にあてられる」[山 川 1942:123]と いう。

 これらの村落共有地は名目的には国王に所属するものとされてきた。菊池によれば

ヴェトナムでは歴代王朝ごとに王権が強化され,そ れにつれて土地は全て国王の所有

とされるようになった。「公田」「公土」の制度は租税の確保のた'めに作られたもので,

一般農民に耕作が割り当て られ
,さ らに規定では3年 ごと(実 質は6年 ごと)に 割 り

当て地の移動が行なわれなければならなかった。やがて農民間の経済的階層分化や私

的開墾の進展にともなって,徐 々に 「公田」 「公土」は解体に向かい,私 有地(`tu

dien',`tu tho')が 拡大 していった。 そして王朝時代末期,す なわちフランスの統治

下に入る直前までには,「公 田」「公土」の占める比率は全耕地の中でもわずかなもの

になっていた[グ ルー 1945:352]。

 しか しその後 も村落共有地は存続 しており,例 えば ヒッキーの調 査 したKhanh

Hau村 では,調 査の時点(1950年 代末)で 合計31ヘ クタールの村落所有地がある。

この中には道路や公共の建物の敷地が含まれ,さ らに村にある仏教寺院に貸 し与えら

れている土地,`dinh'の 堂守に貸 し与えられている土地などが含まれており,残 り

17ヘ クタールが 「公田」に分類されている。 この土地は必要に応じて村人たちに貸 し

付けられるが・17ヘ クタールという数字は 「公田」 「公土」の規模が比較的小さいと

言われているヴェトナム南部の村の標準からして もかなり小さ目のものであるという

[HICKEY  l 964:42]。

 ヴェトナムの村落の特色を考える上で,こ れ ら村落共有地の存在と関連 して重要な

点は,租 税徴収のあり方である。ヴェトナムの場合,租 税の徴収は村落を単位とし,

村落を媒介として行なわれた らしい。そして 「國民に課した義務,例 へば租税,賦 役,

軍役等においても,王 朝はこれを村軍位で決めたのであつて,村 でそれが如何に割當
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てられるかは少 しもかまはなかったのである」とグル0も 述べているように[グ ルー

1945:352],国 家は村落という単位に対 して義務を課すると同時に,内 部的にはかな

りの自由裁量権を認めていたもの と考え られる。 したがって,菊 池によればこうした

徴税を実際にコントロールしたのは村政を操る 「郷紳会」であった。納税に関する帳

簿はほとんどの場合,国 家が所有する納税者の原簿と村落が独自に保有する村民の名

簿との二重帳簿になっており,両 者の間のズレから生じる差額は村落の収入に帰 した

[菊池 1977:38]。 またヒッキ0の 記述では0般 の農民による納税は省政府に直接納

めに行 くか,あ るいは村の役場で行なわれる。そ して未納者に対 しては村の財務担当

者が直接取り立てに赴 くこともあるという。村落はまた国税の徴収に際し,若 干を付

加徴収することによって村落自身の財源の一部を確保することも認められている。つ

まりここでも以前からの伝統的な村落の徴税媒介機能が継続 していることがわ か る

[HIGKEY  l964:190-191]。

 村落間関係については詳 しい記述は見当たらない。行政上は村落と県の レヴェルの

中間に 「総」 (トン)と いう単位が設けてあ り,こ れは通常数個の村落から構成され

るという。その他,グ ルーによれば,盗 賊などからの防衛や紛争処理のために隣村あ

るいは遠 くの村との間に同盟関係が結ばれている場合が見 られるという。 これは政府

の力を介在 しない 自発的な組織であ り,「到好」(`dao hoa')ま たは 「交號」(`giao

hi黏')と 呼ばれているという。 これはまた宗教的な意味での同盟関係でもあ り,村 の

`dihn'に 祭られた守護神同士が兄弟関係にあるとされて い た りす るという[グ ルー

1945:406-407]。

 以上,ヴ ェ トナムの村落の輪郭が明らかになってきたところで,香 港新界の漢族村

落との比較か らどのようなことが明らかになって くるか考察を進めて行きたい。
   ∫、

4.比 較 と 考 察

 これまでに行なってきた香港新界の漢族村落の記述とヴェトナムの村落の記述か ら

まず明らかになるのは,両 者の明瞭な類似性であろう。例えば香港新界の漢族の村で

は,そ の中核的な組織として 「村公所」の組織があり,さ らにこれに密接に結び付い

て村の神を祭る祭祀組織が存在する。 これはヴェトナムにおける`dinh'(「 亭」)を 中

心 とした世俗的=宗 教的な村政運営組織と類似した性格を示している。いずれも村に

関連する神 々の祭祀を主要な機能としている宗教的組織と,世 俗的な村政に関わる機

関とが,構 成員の点でも,ま た実際の活動の点で も密接不可分の関係にある。 また,
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村落を対外的に代表する役職が政府 との連絡役にすぎない点,村 落が共有財産を保持

している点などでも類似している。

 両者の類似の背景には,ヴ ェ トナムの社会 ・政治制度の少なからぬ部分がかつて中

国から導入されたものであるという事実が存在 していることは疑いない。ヴェトナム

の中国による支配は,実 に紀元前214年 の秦の始皇帝の遠征に始まる。 そして一時的

な独立状態を何度か経ながらも,939年 まで基本的には中国の支配下に置かれたまま

の状態であった。 また939年 に呉権が独立 し,さ らに1010年 には李太祖が大越国を建

ててヴェトナム独自の王朝の歴史が始まった後 も,1406年 から1418年の間,明 の支配

を受けている。このように長期にわたり中国の政治的支配下に置かれた結果,政 治制

度的にも文化的にも多くの ものが中国から導入されることとなった。例えば漢字や漢

語の概念の導入がその最も代表的な例である。

 また村落制度もそのように中国から導入されたものの一部であったと考え られる。

ヴェ トナムの村落が`xa'(「 社」)を形成 し,王 朝国家の政治的支配の中に組み入れ

られるようになったのは,李 太祖の始めた李王朝のころ(11世 紀～13世 紀)で あった

という[菊 池 1977:18]。 続 く陳王朝期(1225年 ～1400年)に は国王の権力が増大 し,

全国の土地は名目的に国王のものとされるに至った。さらに明から独立を勝ち取った

黎王朝は科挙制度を取り入れ,官 僚制度を確立 した。 そして 村落制度も整備され,

「公田」の制度が整うとともに,`xa truong'(「 社長」)の 任命など 「社」に対する支

配を強化 したという[菊 池 1977:19-20]。

 こうした村落制度は明らかに中国のそれをモデルとしたものである。もちろん,中

国の村落制度自体,歴 史的に幾多の変遷をたどって形成されており,各 時代,各 王朝

によってかなり異質な内容の統治戦略が用いられている。例えば北魏から階 ・唐代に

かけて数次にわた り導入された 「均田制」,宋 代に導入され,そ の後明 ・清代にも再

導入された 「保甲制」,明代に導入され,清 代前期にかけて実施された 「里甲制」,そ

れに元代に導入が試みられたとされる 「社制」などである。

 松本善海は,こ うした多様な制度的変遷の根底たあったのは,徴 税,警 察(治 安維

持)と いう2機 能をいかに確保するかという模索で あったと して い る[松 本 1977:

193]。 そのために歴代の王朝は様々な形で 「行政村」の確立を図った。 たとえば唐

代の 「均田制」は,一 般農民に田地を均等に分与し,ま た租税や庸役等 も均等に負担

させたものであるが,徴 税とその基礎となる帳簿の侑成の目的のために100戸 を1単

位として 「里」が設立された[松 本1977:61-62]。 「里」は周代以来 「郷」ととも

に農民の作る地縁的共同体を意味していたが,こ こでは明らかに為政者側が人為的に
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作った単位,す なわち 「行政村」として組織されている。

 また明代に導入された 「里甲制」も,徴 税機能を中心とする 「行政村」組織の確立

を目指 した ものであった。すなわち地域的に隣…接する賦役義務戸110戸 を1里 とし,

これに庸役や租税の確保の責任を負わせるものである。同時に 「里老人」という役職

を設けて民衆教化や小さな訴訟の裁判権,そ れに勧農の権限をもたせた。また里を単

位として 「里社」(村落の守護神)の 祭祀 も行なわせたという[松 本 1977:104-114,

119,121]。

 このように中国で考案され,ま た実際に施行 された村落制度のモデルが,ヴ ェトナ

ムの村落制度の基礎となっていたことは疑いない。そ して中国モデルの導入を可能に

した1つ の要因は,中 国,と りわけその南部との生態学的環境の類似,特 に稲作を基

盤とする一般農民の生業形態の一致が挙げられ るであろう。 しか し,ヴ ェ トナムの村

落制度が多 くの点で中国のそれに倣ったものであ り,そ れゆえまた多 くの類似点をも

っているとしても,両 者の比較は同時にまた両者の相違点をも明確にして くれる。

 両者の比較において明らかになる相違の最も重要な点は,ヴ ェ トナムの村落におい

てみられる国家との連接のあり方のより直結的な性格であろう。まず,前 節でもみた

ように,ヴ ェトナムの村落の徴税の媒介者 としての機能は,王 朝時代からフランスの

植民地時代以降まで一貫 して継続 されている。確かに国土を国王の所有としてそれを

一」般農民に分与するという 「公田」の制度は形骸化 し
,「公 田」と呼ばれるのは0部

の村落共有地的な土地のみとなる0方,私 有地が大半を占めるようになったが,徴 税

の媒介機能とその基礎となる住民の登録簿の作成の機能は村落に課せられ続けていた

のである。

 これに対 し,中 国の村落制度においては,村 落の徴税媒介者 としての役割は清代に

入ると形骸化 していった。通説では,徴 税機能を中心とする行政村の確立を意図 した

「里甲制」は,清 代の康煕 ・雍正年問の 「地丁銀」の全国的実施と並行 して,ほ ぼ解

体に向かったとされる。すなわち,賦 役全体の銀納化,さ らには地租への吸収により,

賦役の一部として実施されていた徴税事務と,そ もそも 「里甲」の組織化の基礎であ

った戸籍簿(「黄冊」)の編造 とが不可能となったというものである[松 本 1977:154]。

 もっとも,香 港新界を含む広東の農村に ついては,こ のように清代の早い時期に

「里甲制」が解体に向かったという通説に対す る異論も唱え られている。片山剛によ

れば,珠 江デルタを中心とした地域では,清 末に至るまで 「里甲制」は消滅 していな

かったという[片 山 1982a]。 ただし,そ の 「里 甲制」はかなり形骸化,あ るいは変

質 したものだった。すなわち,県 の為政者側が保持する徴税原簿上の租税負担者(「納

148



瀬川 香港の村 とヴ ェ トナムの村

糧戸」)は 明代以来不変のままであったりし,現 実の土地所有者とは一致 していない。

そして現実の土地所有者はこの 「納糧戸」へ租税を納入することを通じて国家への納

税義務を遂行 しているというものである[片 山 1982a:73]。

 さらにこの 「納糧戸」の実態について片山は,そ れが実生活単位 としての個別家族

ではなく,「 同族組織」と深 く結び付いていたという見通 しを提供 している。 すなわ

ち彼によれば,珠 江デルタ地域の 「里甲制」は 「各甲がひとつの同族,な いしはその

支派を中心に構成されている点に窺われるように……す ぐれて,同 族組織による族人

支配を補完する意義をもつ装置で もあった」[片山 1982b:28]と いうのである。

 これと呼応する現象は香港新界においても見出される。すなわち香港薪界地区でも,

清朝時代には国家へ税金を納入 していたのは,い わゆる 「田底」地主としての大宗族

であったとされている[FAURE l986:37]。 この地区では,土 地の所有権は 「田底」

権 と 「田面」権とに分かれ,そ れらは各々自由に売買や抵当入れの対象となった。

「田底」所有者 は 「田面」所有者か ら借地料を受け取り,そ の0部 を国に税金として

支払い,他 方 「田面」所有者はその土地を自分で耕 したり,さ らに第三者に小作させ

たりした。そ して 「田底」所有者の多 くは,古 参の大宗族だったのである。

 これに対 し,こ うした 「田底」地主の大宗族に属さない人々は,「 田面」所有者と

して,あ るいはさらにその小作人として耕作し,借 地料を払った。 しかし,こ れ らの

人々については,国 家は徴税面に関するかぎり直接的に把握することはなく,税 金は

もっぱら耕作者→ 「田底」地主→県(衙 門)と いう間接的ルー トで納入されたものと

考え られる。このような大宗族を徴税媒介とするルー トが確立されていたことが,徴

税機能を主眼とした行政村組織の維持を不必要なものにしたのであろう。 したが って

この地域における形式的な意味での 「里甲制」の存続の如何に関わ らず,村 落という

単位が徴税という点において国家に直結されるようなことは既になくなつていたので

ある。

 もっとも,徴 税だけが国家による村落行政の唯一の動機ではない。 「里甲制」の弛

緩 ・解体と並行 して,清 代初期には民衆教化の機関としての 「郷約」の制度が導入さ

れたり,治 安維持を主機能として 「保甲制」が成文化されたりしたことが知られてい

る。「保甲制」においては,10戸 を基本として1牌,10牌 で1甲,10甲 で1保 の隣…保

組織を編成 し,こ れに犯罪の告発や盗賊からの自衛の機能をもたせたものであつた。

しか し,清 代末期までにはこうした 「保甲制」もほとんど機能 しなくなっていったと

されている。特に香港新界地 区については,嘉 慶の 『新安県志」編纂の時点(1819年)

か ら英国の新界租借の時点(1898年)ま での間に 「保甲制」の解体が生じた可能性を
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フ リー ドマンが示唆している[FREEDMAN I966:. .]。

 ところで,英 国による租借前後の香港新界地区において特に活動的な地域集団であ

ったものとしてフリードマンが 注目しているものに 「約」(yeuk)が ある。 これは近

隣村落の連合体であ り,し ばしば大型の 「田底」地主宗族との械闘や市場をめぐる主

導権争いなどの主体ともなった。また八郷がそうであるように1し ばしば今日の 「郷

事委員会」組織の原身ともなっている。

 フリー ドマンはこの 「約」の起源を清初に導入されたといわれる民衆教化のための

機関と しての 「郷約」に求めているが,し か し清末までには官制の組織ではなく地域

住民の自治的な組織となっていたと考えている。 「…  我々が問題としている時期

て清末)に は,少 なくとも広東省沿岸部において,約 は,そ れに加入 している人々の

目には国家の管理と独立した地方統治の手段とみなされていた。それらは殊に九龍市

に対する三つの約複合体の事例のように,国 家との折衝に使われたものとも思われる。

また謀反人や外国人の略奪,襲 撃に際 しては,役 人とも連合したと思われる。 しか し

それらは決して政府の手 中にある単なる道具ではなかった。民衆の側からすれば,約

は彼らの組織であった」[FREEDMAN 1966:88]5)。

 この村落連合としての 「約」を構成 していた個々の村落についてはブリ0ド マンは

多 くを考察 していない。 しか し,「 約」が地域住民の自発的に形成する組織であった

のと同様に,村 落 もまた住民の自律的な組織であったことは,本 論文第2節 における

香港新界の今 日の村落組織の特性に関する分析からも充分推測で きよう。「堂」とい

う組織の様態がこれを強く示唆している。そ してまた,こ の 「堂」組織は,村 落と同

様,し ば しば 「約」レヴェルの,す なわ ち村落連合 レヴェルの地域集団の中核として

も形成されている。例えば八郷の村落連合には 「同益堂」という組織があり,共 有財

産を もって,祭 祀活動や学校経営を行なっている6)。

 このように,国 家と村落との連接のあり方において香港新界の漢族村落とヴェ トナ

ムの村落との間には明らかな違いが見 られる。確かに,ヴ ェトナムにおいて も村落に

対する国家の統制力は,王 朝の盛衰とともに増減したと考え られ,ま た 「公田」の解

体と私有地の拡大,そ れに農民間の経済的分化は,ヴ ェ トナムの村落の性格にも大 き

な変化を与えたであろう。 しか し,香 港新界の漢族の村落が少なくとも清代後期以降

もはや極めて間接的に しか国家機構と連接されず,し かも互いに公的な機構を媒介と

することなしに独自の連合関係や同盟関係を作 り出していたのと比較すれば,ヴ ェ ト

5)邦 訳 は 【フリー ドマ ン 1986:lIO]に よ る。

6)祭 祀活動 としては天后廟の祭祀,な らびに村 落連合 どうしの械闘 により戦死 した英雄の祭祀

などがある。詳細 は[瀬 川 ...]を 参照せ よ�
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ナムの村落が今世紀半ばに至 るまで国家の民衆統治の末端機関としての輪郭をより明

瞭に保持していたことは明らかである。

 ただし・従来のヴェトナム村落についての記述は,グ ルーらのそれ も含め,ヴ ェト

ナム村落の自治性,国 家がらの半独立性を強調 しているものが多い。例えばグルーは,

「村は一つの自治髄をな してゐて,自 らを統治 し,村 民の間のいざこざは自らこれを

威理し,ま た政府からの租税はこれを住民か ら徴収する槽能を有 している。……村の

この自律性には今更疑問の鯨地は無い」[グルー 1945:405]と している。また菊池

一雅 も 「……社の習慣 ・伝統に対 しては国家は何世紀もの間その権力で社の真の支配

者を選ぼうとし,国 家権力に直接結びつけようとしたが無駄であった」[菊池 1977:

28]と 述べている。さらにグルーはヴェトナムの村落と中国の村落との比較を行なっ

て以下のように述べている。 「即ち支那村落には トンキン村落程の組織は見 られず,

その制度も明確と規則性とを示 して居 らない。また官邊に封する猫立性が紗いにも拘

らず,宗 族の槽力は遙かに大である」[グルー 1945:416註 二]。

 これらは,ヴ ェトナムの村落がより明確な村落機構をもっていることを指示 してい

るという限りにおいて,正 しい指摘であろう。村落内部での役職の分化,村 落共有財

産というべきものの規模,そ して徴税や小訴の処理などの実機能面においても,ヴ ェ

トナムの村落の方が組織としての枠組がはっきりしているように思われる。ただし,

そのことはそのまま村落の国家からの 「独立性」,あ るいは村落の内部の事象への国

家の介入の少なさを意味するものではない。むしろそのように村落機構が明確に組織

されていたことは,村 落という単位のもつ民衆統治のチャンネルとしての有効性とも

結び付いていたものと考え られるだろう。 この点について,例 えばウッドサイ ド(A.

B・Woodside)も,19世 紀中国とヴェ トナムの政府を比較 した近著の中で,ヴ ェ トナ

ムの村落が中国のそれに比べより孤立的で,社 会的に もより統合的であることは認め

つつ,同 時に国家の村落への統制力は清朝のそれよりヴェトナムの方が強力であった

と考え られると述べている[WooDsIDE l971:152-158]。

 このように香港新界の漢族村落との比較という視点からは,ヴ ェ トナムの村落の方

がより明確に組織され,か つ国家との連接という点でもより直接的であった,と いう

両者の相違点が浮かび上がって くる。そうした相違点はまた,単 に徴税媒介機能とい

った実機能面に関する相違のみにとどまらない。より象徴的な次元,例 え ば村落にお

ける神の祭祀のあり方の中にも,同 様の相違が見出されるのである。

 ヴェトナムの村落の場合,`dinh'(「 亭」)に 祭られている村落の守護神について皇

帝から公許状が与孝 られるのを基本としており,ヒ ッキーやラングランらの20世紀半
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ばの調査において も,こ れ らの公許状と称するものが`dinh'の 中に保管されている。

これは村の神祇祭祀に対する国家の直接的なコントロールの痕跡を示すものであると

考え られる。 これに対 し,香 港薪界の漢族村落で行なわれている神祇祭祀にこの種の

国家による直接的統制力の証拠を見出すことは難しい。

 確かに明代の 「里甲制」では,村 々にその守護神 としての 「里社」の祭壇を祭 らせ

たとされており,国 家が村落レヴェルの祭祀活動の統括を意図 した時代もあったもの

と推定される。フォールによれば清末から第2次 世界大戦前あた りまで新界地区の多

くの村で行なわれていた 「徹社」という 「社稜大王」の祭祀は,こ の明代の規定にあ

る 「里社」の祭 りに類似 した内容をもつという[FAU】旭 1986:141]。 しか し,少 な

くとも清末から今日に至る香港新界村落の村落においては,「 社稜大王」の設立に何

らかの公許が必要だったことを示唆する資料は存在 しない。筆者の調査した村々でも,

集落の発展にともなって新 しく自分たちで 「社穫大王」の祭壇を作 り,新 村を形成 し

た例がい くつ もみられる。また,そ もそも 「社稜大王」のみが村落の祭祀の中心とし

ての唯一の形態なのではなく,村 によっては 「神庁」や廟に多様な神を祭っている場

合も少な くない。

 ヴェトナムの村落における`dinh'の 祭神が 「城陛神」と呼ばれていることも,そ の

国家との結び付 きを考える上で重要であろう。香港新界地区を含む広東の農村で考え

る限り,「城陛」が村落レヴェルの集団の祭祀対象となることは極めて稀だと考え ら

れる。 「城陛」は通常,県 城(=県 の役所の所在地)に 祭 られており,そ の祭祀は知

県(県 の長官)が 行なうものであった。 しか し,国 家の官僚が祭祀に直接関与するの

はこの レヴェルまでで,村 落 レヴェルの祭祀にまで直接的に介入することはなかった

ものと考えられる。

 以上の比較から明らかなように,ヴ ェ トナムの村落はその組織的輪郭がより明確で

あり,ま た国家との連接のされ方において,実 際的にもまた象徴的にも,よ り直結的

な性格を留めていたところに特色があると言えよう。逆に香港新界の漢族村落は,少

な くとも清末の段階以降,極 めて間接的にしか国家と連接されていなかった点に特色

があると言えるであろう。今後は,こ のように して明らかになったところの香港新界

地区の漢族村落の特色が,中 国内部の他の地域の村落についてもあてはまるものなの

か,あ るいは広東一円の地域の特殊性(例 えばその辺境性,あ るいは経済的先進性な

ど)に 帰されるべきものなのかを解明してゆく努力が必要 となろう。また,東 アジア

の中の他の諸社会との比較を通じて,漢 族村落の もつさらに別な特色を探 ってゆくこ

とも必要である。ただし,こ れらは全て今後の課題に属するものであると言わなけれ
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ば な らな い。
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コメ ン ト(1)

末 成 道 男

 ヴェトナムと中国とくに華南漢族との比較は,き わめて興

味ある問題でありながら,こ れまで体系的な形では行なわれ

ていなか った。本論文では,中 国一一般でなく香港新界の調査

資料を もとに,具 体的事例を踏まえた上で,歴 史的変化を考

慮に入れた比較であり,と くにヴェ トナムに関する資料の乏

しさの制約の下で,将 来のこの分野での重要な出発点をなす

ものである。 こうした一般的価値を認めた上で,次 の点につ

きコメントしたい。

 1) 村公所と亭,宋 代の里甲制と社など,多 くの点で両者

に対応が見られ,類 似 しているところが多いのは確かとして

も,村 落内部の関係,例 えば郷紳層 と長老との関係,意 志決

定の過程などにおいて,微 妙に異なっている可能性はないだ

ろうか。たまたま著者と共に訪れたアモイ大学台湾研究所の

図書室所蔵の院鴻峰著 『越南村社』[1958.10.河 内]に よ

ると,自 然村には単姓村,複 姓村があり,村 政会議がおかれ,

土地 と祭祀方面で連絡を持っている。年長者は,「 郷老」と

して,老 一輩として尊敬を受ける。郷村里の一切の事情は,

土豪,地 主が決定 し,郷 老はいかなる権力も持たないと明確

に記されている。確かに,こ れらは中国の村落 と似ている。

しかし・そのすぐ後で,全 体成員が発言権を有 し,郷 民に関

係のあることは郷里の意見を聞かなくては決定できないとい

う共同管理の形式は,原 始時代の遺習であると,わ ざわざこ

とわっているのは,な ん らかの形で残っているからではない

か と思われる。

 2) 中国の他の事例を挙げれば際限が無いであろうが,1

つの資料として,同 じく客家系の台湾村落(五 湖)の 例を挙
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げておく。

 a.五 湖には武科の郷紳が居たが,周 辺では公けに認めら

  れた郷神の居ないところの方が多かった。

 b.徴 税請負の役割を果たすほどの大宗族はなかった。

 c.香 港の 「約」に相当するような組織はなかった。

 d.広 東 ・香港の 「社官」(里社長官)や 社稜壇は,台 湾に

  輸入されたり定着 しなかったようで,村 落祭祀の中心 と

  しての役割を果た していない。

 e.土 地公(伯 公)も 村の守護神というより,そ の下位領

  域に関係の深い神で,し かも神明と村などの地域との関

  係は,弾 力的である.

 つまり,五 湖の事例をもとにヴェ トナム村落 と比べると,

差異の方が目立ってくる。 こういった違いの多 くは,台 湾と

いう地理的環境や福建系の影響という歴史的条件によって説

明されるであろう。しかし,香 湾にも特殊性はあるわけで,

やはり将来は,様 々な変差をも考慮 した上での比較がより説

得力を持つであろう。

コ メ ン ト

中 生

(2)

勝 美

 瀬 川 論 文 は,冒 頭 で 文 化 人 類 学 的漢 族 研 究 の 発 展 に2つ の

方 向 性 が あ ると指 摘 す る。 そ の1つ は,周 辺 少 数民 族 との 比

較 。 も う1つ は,中 国 の 「大 伝 統 」 と して 形 成 された 政 治 制

度 や理 念 を導 入 した 「日本,朝 鮮,ヴ ェ トナ ム」社 会 の 特質

との 比較 。 そ して 瀬 川論 文 は,自 らの フ ィー ル ドで あ る香 港

新 界農 村 と,文 献 研究 に よ る ベ トナ ム村 落 との 比較 を 試 みて

い る。

 周 知 の ご と く,ベ トナ ムの 民 族 学 的研 究 は,長 い戦 争 と社

会 主 義 国家 建 国 とい う事 情 で,フ ィール ドワ ー クが 不 可 能 で

あ った た めに,研 究 の 空 白地 帯 とな って い る。 そ こで 近 年 の

ベ トナム研 究 で は,経 済 人 類 学 の分 野で,ス コ ッ ト(J.Scot)

と ポプ キ ン(S.Popkin)の モ ラル エ コノ ミー諭 争 が 知 られ る
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だけであった。漢族社会 と韓国農村社会との比較は,両 者を

フィール ドにしている末成道男や,韓 国研究者の間でおこな

われている。また法制史の分野では,牧 野巽や仁井田陞の研

究のように中国とベ トナムの比較をしている。 しか し民族学

の研究として,ベ トナム村落社会と漢族社会を比較分析 した

ものは,近 年ではおそらく瀬川論文が初めてではないだろう

か。そこで,瀬 川論文に触発されて,い くつかのベ トナム研

究を参照 して補足すべき点を列挙してみよう。

(1)ベ トナムと香港新界の村落を比較する意義

 ベ トナムの村落社会 と,南 部中国の村落社会は歴史的にも

密接な関係があった。 ベ トナムは古代よりベ トナム(越 南)

人,ア ンナン(安 南)人 と呼ばれた部族は,中 国勢力の侵略

に抵抗 しながら独立性を保ち,イ ンドシナ半島の東部に国家

組織を形成してきた[松 本 1969:2]。 そして歴代のベ トナ

ム王朝は,中 国の官僚制度や漢字文化を導入 して国家組織を

形成 し,同 時に従来カンボジアの領土であったメコンデルタ

へ進出した。 そこでベ トナムの歴史を,「 北属」と 「南進」

の2つ のキーワー ドで言い表わすことができる[高橋1971:

20]。

 秦漢時代は,広 西や広東の地域までベ トナムの勢力下にあ

った[松 本 1969;39]。 また1739年 には,メ コンデルタが

カンボジアか らベ トナ ムに割譲された。それ以前か らベ トナ

ム人のメコンデルタ入植が始まっていた。ベ トナムがメコン

デルタを領有 したころ,中 国では明清両王朝交代の時期にあ

た り,清 軍の追及をのがれてベ トナムへ政治亡命 してきた者

を,メ コンデルタへ入植させて未開地を開墾させる政策をと

った[松 本 1969:106-111]。 そこで集団移住 して きた 中

国人が,故 郷の風習を持 ち込んだことは想像で きる。華僑と

してベ トナムに渡 って いたのが,広 東の潮州系と海南島系に

多かったことからも,以 前にメコンデルタへ移住 したいった

のは,広 東系の中国人ではなかったのであろうか。そこでベ

トナムと華南との歴史 的な関係が深いところからも,双 方の
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制度を比較することは意味がある。

 瀬川論文では,中 国の各王朝がベ トナムを支配 した歴史を

まとめている。 しか し中国文化の導入は,日 本が遣階使や遣

唐使を派遣して律令制度を導入 したように,ベ トナムの独立

王朝でも中国の 「先進的な」国家制度 ・文化の自発的な導入

をはかっている。そこで中国の支配によって漢化 されたと同

時に,ベ トナムの自発性によっても,ベ トナム社会と文化の

中に中国的要素が持ち込まれた点を考慮する必要があるので

はないだろうか。

(2)ベ トナムは,フ ランス植民地となる以前より北部(北 折

・トンキン),中 部(中 析 ・アンナン),南 部(南 折 ・コーチ

シナ)の 村落組織や社会構造に違いがあると言われている。

例えば北部と中部では,祖 先祭祀を前5代 ないし7代 を祀る

るのに対 して,南 部は3代 を祀るのみである。また北部と中

部では,長 男夫婦が父母と同居 して次男夫婦以下は独立 して

別居するが,南 部は末子が父母と同居する。さらに北部と中

部では,夫 方居住制であるが,南 部は妻方居住の例が 多 い

[高橋 1971:63]。

 またこの地域性は,フ ランスの植民地政策としての地域分

割統治政策によって増長された。つまりフランス植民地時代

捻 コーチシナをフランス直轄植民地として,米 穀の輸出セク

タ0と 措定された。 しかしトンキン保護領は1885年 以来の村

落内知識人層による抗仏闘争に対処するため,ト ンキンの伝

統的統治秩序を全面的に承認することで,在 地指導者の植民

地政権支持を得る政策を取 った[桜 井 1987=7]。 そこで南

部にはフランス的エ リー トも出現 して資本主義経済も発展 し

たが,北 部と中部では中国的色彩の濃い祭祀儀礼をもったベ

トナム院王朝の伝統的社会 ・文化構 造を存続 させ た[高 橋

1971:124-126]。

 さらに反植民地運動の活動形態にも地域性の違いが反映 し

ている。つまり北部と中部が共産党による政党活動を中心と

したのに対 して,南 部は宗教運動の色彩 が強かった[高 橋

157



158

国立民族学博物館研究報告別冊 14号

1971:128-13Q]。 と くに 南部 の宗 教運 動 と して,カ オ ダ ィ

(高 台)教 と ホ アハ オ 教 は,仏 教,道 教,儒 教 の影 響 を 強 く受

けた 呪術 的秘 密 結 社 で あ った[高 橋 1973]。

 瀬 川 論 文 で は ベ トナ ム研究 の 文 献 に よ り,香 港 新界 の 村 落

との類 似 性 か ら比 較 を 試 みて い る。 その 依 拠 す る主要 な研 究

は,グ ル ー(P.Gourou),ヒ ッキ ー(Gerald C. Hickey),

ウ ッ ドサ イ ド(Alexander B. Woodside)な ど あ る。 ウ ッ ド

サ イ ドは,地 域 を 限定 せ ずに ベ トナム 村落 の 歴 史 的変 容 を 研

究 した の に対 して,グ ル ーの 研 究 は トンキ ンデ ル タの フ ィ ー

'レドワー クの 報 告で あ り,ヒ ッキー の そ れ は メ コ ンデル タ の

1村 落``Khanh Hau"の 調 査 報告 で あ る。 上 述 の よ うに,

ベ トナ ム村 落 社 会 に も地 域 性 があ るの で あ る か ら,ト ンキ ン

デル タ と メ コン デル タの 事例 を併 置 して ベ トナ ム 村 落 と い う

一 般 化 は で きに くいの で
,そ の点 を留 意 して 比 較 す るべ きで

は なか ったの で は ない だろ うか。

(3)ベ トナム の 「公 田」 制 度 と広 東の 族 田

 瀬 川 論 文 で は,香 港 新 界 村 落 と ベ トナ ム村 落 の 比 較 に よ り,

両 者 の 類 似 性 を指 摘 して い る。 確 か に ベ トナ ムの 村 落 制 度 は

中 国 モ デル の 導 入 で あ るが,歴 史 学 の研 究 で は ベ トナム 村 落

の 社(Xa)や 廊(Lang),そ の 下 部 組織 の 村(Thon)と,中

国 古代 の 社 や 元代 の 社 との 関係 が 解 明 されて い な い と い う

[竹 田 1969:120]。

 ま た共 有 財 産 で あ るベ トナ ムの 「公 田」 は,広 東 省 の 「太

公 田」 を想 起 させ る。 広東 省 の 「太 公 田」 は,祖 先 祭 祀 の費

用 捻 出の た めの 宗 族 の 共 有財 産で,革 命以 前の 広 東 省 で は,

耕 地 の1/3が 「太公 田」 で あ った[中 生 1985:130-133]。

 また トン キ ン デル タ と 広東 省 の 珠 江 デル タ で は,``single

lineage village"が 多 か った6そ こで 共 有 財 産 の 管 理 ・運用

方 法 は,出 自集 団 や村 落 組 織 との 関係 が深 い。 瀬 川 論 文 で は,

両 者 の 村 落 の 性格 の違 いを 租 税 制 度 ・治 安組 織 ・国 家 と村落

の 連接 の あ り方 で 説 明 して い る。 この 点 は,自 らの フ ィ ール

ドワー ク資 料 を 用 い て分 析 して い るの で,両 者 を 比 較 した事
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例が具体的で理解 しやすい。

 さらに歴史的に共有財産の変還を比較するならば,ベ トナ

ムの場合は国家の政策として 「公 田」が創設されたのに対し

て,広 東省の場合は国家権力が脆弱であるために 「太公田」

が増加 したという対照的な経緯がある。つまりフランス人研

究者は,公 田はベ トナムが古代中国の 「井田制」を模倣 して

実施したものであるとか[内 藤 1943:341],デ ルタの過剰

人口と儒教的集産主義が,土 地の私有化を抑えるために国家

により創設されたと指摘 している[Vu l940:1-23]。 これ

に対 して広東省南海県では,明 代初めの 「里甲制度」が保持

されたまま清代末期までも残り,納 税者として登記されてい

る名義人が明代康煕年間か ら変更されていないという事例が

ある[片 山 1983:61]。 つまり国家が納税者として把握で

きているのが世帯単位ではな く,宗 族単位で しかなかったの

である。 こうした歴史的違いと,村 落制度の関連を今後解明

していく作業 も必要であろう。
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